
利益相反管理データベース（CO I D B）の公開

https://jcoi.mhlw.go.jp

・COI DBを用いることで、実施医療機関の管理者又は所属機関の長による確認が不要となる
（様式Dが不要）。
・COI DBの使用は必須ではなく、従来通りの運用でも差し支えない。
・臨床研究法のCOI管理以外の論文投稿や学会発表等のCOI管理も視野。

令和８年４月20日にCOI DBを公開
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参考資料３
第46回 臨床研究部会

令和８年６月10日


